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広域連携の推進について

総務省自治行政局市町村課
総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課



①事務量
②事務内容
・事務の性質（企画立案～定型業務）
・国・都道府県・市町村間の事務内容の共通性

③事務処理に必要なリソース
・事務処理に求められる人材の専門性
・事務処理の難しさ、経験・知見の必要性

④その他事務処理のあり方
・対面や実地での事務実施の必要性
・事務処理に当たり踏まえるべき地域の事情・特性
・行政分野を超えた連携や地域の多様な主体との連携の必要性





１．人材不足等の課題

２．事務処理に関する課題と対応

３．今後の進め方







（分析例）介護サービス事業者の運営指導
・中小規模の市町村では事務量が小さくノウハウの蓄積が困難。
・事業者との連絡調整はデジタル化による負担軽減が可能。
・実地検査は数年に一回であり、日常的な実地性は高くない。
・事務処理に当たり広域的な視点が求められるものではない。
・事業者指導については、市町村のほか都道府県も同種の事務を行っ
ている。民間にも事務受託法人が存在する。
⇒ 地域事情に応じ、大都市や都道府県が代わりに行うことや、民間
法人に委託することが効果的だと考えられる。

＜検討の視点＞ ＜研究会で課題分析のために取り上げた行政分野（10分野）＞



※デジタル技術の活用は、事務のあり方の前提を変え得る。

（福祉）介護保険、国民健康保険、老人福祉施設、保育
（教育）小中学校教育 （インフラ）道路、上下水道 （農業）鳥獣被害対策
（環境）地球温暖化対策 （消費者）消費生活相談
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※連携中枢都市圏等：
・連携中枢都市圏（指定都市又は中核市かつ昼夜間人口比率お
おむね１以上の市を中心とする圏域）

・定住自立圏（人口５万程度以上かつ昼夜間人口比率１以上の市を
中心とする圏域）

図書館
（Ｄ市・Ｆ市の住民も利用）

介護保険施設
（Ｄ市・Ｅ市の住民も利用）

文化ホール
（Ｅ市・Ｆ市の住民も利用）

連携中
枢都市
圏

②高次の都市機能
の集積・強化

Ｄ市

G町

Ｈ
町

Ｉ村

相互補完的・
双務的な役割分担

Ｆ市Ｅ市

連携中枢都市圏
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「定住自立圏構想」の推進（H21～）

P O I N T

 中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要な生活機能等を確保する「定住自立
圏構想」を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成する。

定住自立圏構想推進のための地方財政措置
特別交付税特別交付税

包括的財政措置（中心市:上限8,500万円程度（※）、近隣市町村:上限1,800万円) ※措置率0.8
（※）当該定住自立圏の近隣市町村合計人口・合計面積、近隣市町村数に応じて上限額を調整

外部人材の活用に要する経費に対する財政措置（上限700万円／団体）※措置率0.8

病診連携等による地域医療の確保に要する経費に対する財政措置（上限800万円／団体）※措置率0.8 等

地方債地方債
地域活性化事業債を充当※ （充当率90％、交付税算入率30％）

※医療・福祉、産業振興、公共交通の３分野に限る

圏域形成に向けた手続
中心市 ②定住自立圏形成協定の締結

中心市と近隣市町村が１対１で、
議会の議決を経て締結

③定住自立圏共生ビジョンの策定
圏域の将来像や推進する具体的取組を記載

○人口５万人程度以上
○昼夜間人口比率１以上
○原則３大都市圏外 等

近隣市町村

6



定住自立圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要

地域住民の生活実態やニーズに対応し圏域ごとにその生活に必要な機能を確保して、圏域
全体の活性化を図る取組を支援するため、定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及びそ
の近隣市町村の取組に対して財政措置を講じる。

１．中心市及び近隣市町村の取組に

関する包括的財政措置（特別交付税）

２．地域活性化事業債の充当

３．外部人材の活用に対する財政措置

（特別交付税）

４．民間主体の取組の支援に対する財政措置

（１）民間への融資等を行うファンド形成に関する財政措置
ファンド形成に一般単独事業債を充当（９０％）、
償還利子の５０％に特別交付税

（２）ふるさと融資の融資限度及び融資比率の引き上げ

（例：融資比率３５％→４５％）

５．個別の施策分野における財政措置

（１）病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置
病診連携等の事業に要する市町村の負担金に対する
特別交付税措置（措置率０．８、上限８００万円）

（２）へき地における遠隔医療に対する特別交付税措置の拡充
措置率０．６→０．８

６．定住自立圏の形成に対応した辺地度点

数の算定要素の追加

・中心市については、１市当たり年間8,500万円程度
を基本として、人口、面積等を勘案して上限額を算定

・近隣市町村については、１市町村当たり年間1,800万
を上限 ※中心市・近隣市町村とも措置率０．８

・圏域全体で必要不可欠なインフラ整備に対し、
地域活性化事業債を充当。
（充当率：９０％、交付税算入率：３０％）

・圏域外における専門性を有する人材の活用
上限７００万円、最大３年間の措置 ※措置率０．８ ・辺地度点数の積算に当たって中心市までの距離を算定可能

※このほか、定住自立圏構想推進のための関係各省による事業の優先採択もある。
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医師派遣、適正受診の啓発、
休日夜間診療所の運営等

福 祉 介護、高齢者福祉、子育て、
障がい者等の支援

教 育 図書館ネットワーク構築、文化・スポーツ
交流、公共施設相互利用等

産業振興

環 境

地域公共交通

ＩＣＴインフラ整備・利活用

交通インフラ整備

地産地消

人材の育成 外部専門家の招へい

広域観光ルートの設定、
農産物のブランド化、企業誘致等

低炭素社会形成促進、
バイオマスの利活用等

生活道路の整備等

学校給食への地元特産物の活用、
直売所の整備等

医 療

交流移住

１１７圏域

１０６圏域

１０１圏域

１１4圏域

６７圏域

１１２圏域

４４圏域

８３圏域

４７圏域

１０１圏域

１０１圏域 ２８圏域
医療、観光、ＩＣＴ等の専門
家を活用等

地域公共交通のネットワーク化、
バス路線の維持等

メール配信による圏域情報の共有等

共同空き家バンク、圏域内イベント情報
の共有と参加促進等

定住自立圏における取組例

政策分野別取組状況

資源制約に対応するための圏域マネジメント能力の強化

市町村間の役割分担による生活機能の強化 市町村間の結びつきやネットワークの強化

定住自立圏１３１圏域（※）（令和７年４月１日時点）における主な取組例と圏域数 ※連携中枢都市圏に移行済の圏域を含む

合同研修・人事交流 公共施設の集約化・共同利用

事務の共同実施 その他

５５圏域
合同研修の開催や
職員の人事交流等

デジタル人材その他の
専門人材の育成等

４圏域
競争参加資格申請受付
システムの共同運用等 デジタルを活用した取組

※令和６年度定住自立圏の取組等に関する調査結果から抜粋

１７圏域
廃棄物処理施設の集約化、図
書館の相互利用等

１８圏域
行政サービスのデジタル化、電
子書籍貸出サービス等
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








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令和５年１２月
総理手交
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（１）新しい分野 （２）新しい方法

都道府県
の事務

市町村
の事務

(A) (B) (C)

（例１） 都道府県が、(c) の事務を受託

市町村

α事務

市町村

都道府県

α事務

（例２） 市町村のα事務を、都道府県と市町村で機能分担
（フロントヤードは市町村、バックヤードは都道府県が実施等）

（例３） 市町村のα事務を、垂直補完と水平連携を組み合わせて連携

A
市

B
市

C
市

県

A市・B市・C市

（３）新しいエリア

• 離島に所在する市町村

• 山間部に所在する市町村

• 人口に比して面積が広い市町村

• 県境に隣接する市町村

（例４）団体の地理的な条件に適した連携

α事務 α事務

14



15



16



17



•
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(1)人材・体制確保に関して課題を感じている職種
0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般行政職

土木技師・建築技師

保健師

保育士、保育教諭、幼稚園教諭

デジタル人材
とても課題を感じている 少し課題を感じている
どちらともいえない あまり課題を感じていない
課題を感じていない（十分確保できている）

不足感が
大きい

(2)近年の職員不足や職員の業務負担増に伴い課題を感じている行政分野
0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境、衛生
介護、高齢者福祉

保育、子育て
教育

保健、医療
農林水産
商工観光
土木建築

とても課題を感じている 少し課題を感じている どちらともいえない
あまり課題を感じていない 課題を感じていない

全団体が課題
を感じている
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地方制度調査会について

【学識経験者１８名】
荒 見 玲 子 名古屋大学教授

◎ 市 川 晃 住友林業株式会社代表取締役会⾧
伊 藤 正 次 東京都立大学教授
岩 﨑 尚 子 早稲田大学電子政府・自治体研究所教授
大 橋 真由美 上智大学教授
大 屋 雄 裕 慶應義塾大学教授

○ 谷 口 尚 子 慶應義塾大学教授
辻 琢 也 一橋大学教授
土 山 希美枝 法政大学教授
林 知 更 東京大学教授
原 田 大 樹 京都大学教授
牧 原 出 東京大学教授
松 永 桂 子 大阪公立大学教授
御手洗 瑞 子 株式会社気仙沼ニッティング代表取締役
村 木 美 貴 千葉大学教授
安 田 充 自治体国際化協会理事⾧

★ 山 本 隆 司 東京大学教授
横 田 響 子 株式会社コラボラボ代表取締役

【国会議員６名】
島 尻 安伊子 衆議院議員
橘 慶一郎 衆議院議員
奥 野 総一郎 衆議院議員
井 上 英 孝 衆議院議員
江 島 潔 参議院議員
岸 真紀子 参議院議員

【地方六団体６名】
阿 部 守 一 ⾧野県知事（全国知事会会⾧）
藏 内 勇 夫 福岡県議会議⾧（全国都道府県議会議⾧会会⾧）
松 井 一 實 広島市⾧（全国市⾧会会⾧）
丸 子 善 弘 山形市議会議⾧（全国市議会議⾧会会⾧）
棚 野 孝 夫 北海道白糠町⾧（全国町村会会⾧）
中 本 正 廣 広島県安芸太田町議会議⾧（全国町村議会議⾧会会⾧）

（◎：会⾧、○：副会⾧、★：専門小委員会委員⾧）

１．概 要
○ 地方制度調査会は、地方制度調査会設置法により、昭和２７年１２月、総理府（現：内閣府）に設置。内閣総理
大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査審議する。

○ 委員は、内閣総理大臣が任命することとされており、３０人以内で構成。任期は２年で国会議員、地方公共団体
の議会の議員、地方公共団体の長等及び学識経験者により構成。

２．第３４次（今回）の諮問事項

○ 令和８年１月１９日に第１回総会が開催され、総理より諮問。

【諮問事項】 人口減少により深刻化する人材の不足や偏在、デジタル技術の進展等の課題に対応し、将来にわたり、地域の
特性に応じて、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくため、国・都道府県・市町村間の役割分担、
大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り方について、調査審議を求める。

○ 委員 （Ｒ８.１.１９現在 ３０名）
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